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マーク概要
対＝対象（特記ない場合、どなたでも） 日＝日時・日程　場＝会場　講＝講師　費＝費用（特記ない場合、無料）
他＝ほかの情報（「保育可」は生後5か月以上で首がすわっている子～未就学児が対象）　申＝申込方法（特記ない場合、発行日時点で申込可） 問＝問合せ先
区HP 00000 ＝区のホームページの検索メニュー ページIDから探す  へ番号入力でページを表示　 ＝要件を満たすとせたがやPayのポイントがもらえます

1世田谷区へ申告をしていただく方
①令和8年（2026年）1月1日現在、区内に居住し、令和7年（2025年）中に所得＊があった方（後

記2①～③のいずれかに該当する方を除く）
なお、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ公的年金等以外の所得金額が20万円
以下のため税務署に確定申告をしなくてもよい方は、区に申告してください。

②令和7年（2025年）中に所得のなかった方で次のいずれかに該当する方
●国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療制度、国民年金に加入している
●各種児童関連手当等を受給している
●教育（例 就学援助）、高齢福祉（例 電話料金の助成）、障害福祉（例 補装具費の支給）、保育

等のサービスを受けている
●所得の証明書（課税（非課税）証明書）が必要（例 シルバーパス・住宅関係・保育園・奨学金

等の手続き、合計所得金額が1000万円を超える納税者の同一生計配偶者の方）

＊所得とは、収入金額から必要経費等を差し引いた金額をいいます。

2世田谷区に申告をしなくてもよい方
①税務署に令和7年（2025年）分の所得税（国税）の確定

申告をする方
※区への申告は必要ありませんが、確定申告書の第2表「住民税

に関する事項欄」に該当する項目がある場合は、忘れずにご記
入ください。

②令和7年（2025年）中の収入が給与収入のみで、勤務
先（会社等）が世田谷区に給与支払報告書を提出して
いる方

③令和7年（2025年）中の収入が公的年金等収入のみの方
※②③に該当しても源泉徴収票に記載のない各種控除の適用を受

ける場合は申告が必要です。

暮らし 環境暮らし 住まい 街づくり

令和8年（2026年）2月1日

問税務署（世田谷☎6758-6900、北沢☎3322-3271、玉川☎3700-4131）

会場への入場にはLINEによるオンライン事前予約が必要です
　当日、会場でも入場整理券を配付しますが、長時間お待ちいただく場合があります。入場整理券の配付が終了し次第、事前予約の方以外
の受付を締め切ります。
　申告書等の提出のみの場合は、税務署へ持参または郵送してください。
日2月16日㈪～3月16日㈪午前8時30分～午後4時（土・日曜、祝日を除く。相談は午前9時15分から） ※3月1日㈰は開場。
場ベルサール渋谷ファースト（渋谷区東1-2-20 住友不動産渋谷ファーストタワー2階） ※駐車場･駐輪場はありません。
持ち物／①マイナンバーカード（カード・電子証明書の有効期限切れは、区で手続きをしてください）②マイナンバーカードの暗証番号（「利用者証明用電子
証明書」（数字4桁）と「署名用電子証明書」（英数字6～16桁））③スマートフォン④源泉徴収票などの申告書作成に必要な書類
他原則マイナンバーカード持参、ご自身のスマートフォンで作成します。

税務署から　確定申告会場を開設します

5面からのつづき 【税・保険・年金】

オンライン事前予約はこちら（国税庁LINE公式アカウント）

▲

確定申告はe-Taxが便利です
自宅にいながら、画面の案内に従って入力するだけで、自動計算で

申告書が作成できます。

前記期間中、税務署内では申告書の作成･相
談は行っていません。2月13日㈮までに、税務
署での相談を希望される方も、LINEによるオ
ンライン事前予約をご利用ください。
※当日の入場整理券の配付はありません。

住民税の申告期限住民税の申告期限はは 33月月1616日日ですです

問お住まいの地域を管轄する係へ（いずれもFAX5432-3037）

【世田谷地域】
課税第1係 ☎5432-2169

池尻（1～3丁目、4丁目1～32番）、上馬、経堂、駒沢（1・2丁目）、桜、桜丘、三軒茶屋、下馬、世田谷、太子堂、弦巻、
野沢、三宿、宮坂、若林

【北沢・砧地域】
課税第2係 ☎5432-2174

赤堤、池尻（4丁目33～39番）、宇奈根、梅丘、大蔵、大原、岡本、鎌田、北沢、喜多見、砧、砧公園、豪徳寺、桜上水、
成城、祖師谷、代沢、代田、千歳台、羽根木、船橋、松原

【玉川・烏山地域】
課税第3係 ☎5432-2184

奥沢、尾山台、粕谷、上北沢、上祖師谷、上野毛、上用賀、北烏山、給田、駒沢（3～5丁目）、駒沢公園、桜新町、新町、
瀬田、玉川、玉川台、玉川田園調布、玉堤、等々力、中町、野毛、八幡山、東玉川、深沢、南烏山、用賀

募集住宅／①家族向ポイント方式＝抽選とは異
なり、住宅困窮度のポイントが高い世帯を使用
予定者として登録する方式②抽選方式＝単身者
向・車いす使用者向・シルバーピアは、居室内
で病死等があった住宅を含む。
他詳しくは、「募集のご案内」（2月2～10日に
区営住宅等窓口センター（用賀4-13-3 2階）、
区役所庁舎案内、住宅課、生活支援課、総合支
所くみん窓口、出張所、ま ち

づくりセンター、（一財）世
田谷トラストまちづくり（いずれも平日（月～金
曜）のみ）、キャロットタワー2階住民票・印鑑
証明発行窓口（土・日曜も含む）にあり）をご覧
ください。

申所定の申込書（「募集のご案内」にあり）を郵
送（一部オンライン申込可）　2月17日（必着）
まで
問東京都住宅供給公社都営住宅募集センター

（2月17日まで＝☎0570-010-810、募集期間
以外＝☎03-3498-8894 FAX03-3409-4527）、
区住宅課☎03-5432-2498 FAX03-5432-3040、
世田谷区営住宅等窓口センター☎03-6805-
6523 FAX03-6805-6573（いずれも平日（月～金
曜）のみ）

　一人暮らしの高齢者等が区内転居する場合の

都営住宅入居者の募集

国税庁のホームページ

▲

支援として、区と協定を結んだ民間事業者が提
供する、入居中の安否確認と死亡時における原
状回復費用等の補償がセットになったサービス
の初回登録料を全額補助します（月額利用料は
自己負担）。
対区内在住で区内の民間賃貸住宅に単身で転
居する、60歳以上の方または障害のある方
他補助対象となるサービス等詳しくは、区HP
をご覧ください。
問居住支援課
☎5432-2499 FAX5432-3040
区HP 3716住まい見守り・補償サービス初回登録料を

全額補助します

https://line.me/R/ti/p/%40994gqzfc
https://www.nta.go.jp/
https://www.city.setagaya.lg.jp/03665/3716.html



